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(57)【要約】
【解決手段】研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有す
る定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャリアーの孔
部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーを
それぞれ回転させると共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を
供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨装置において
、前記キャリアーの孔部に配設される修正用砥石形状が
、円形の中心部角度で１８０°～９０°の扇紙形である
定盤修正用砥石。
【効果】本発明によれば、研磨ワークを、実際に遊離砥
粒を用いて研磨する際、定盤表面に存在する開放された
粒状黒鉛穴に十分に砥粒が保持され、その保持力増加に
より安定した研磨力が得られ、尚且つ微細定盤面が研磨
ワークに転写され、表面粗さが良い被加工物を得ること
ができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャ
リアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回転させると
共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨装置において
、前記キャリアーの孔部に配設される修正用砥石形状が、円形の中心部角度で１８０°～
９０°の扇紙形であることを特徴とする定盤修正用砥石。
【請求項２】
　前記扇紙形砥石の幅が前記円形の直径の１０～２０％の範囲である請求項１記載の定盤
修正用砥石。
【請求項３】
　前記砥石のロックウェル硬度（ＨＲＳ）が８０～１５０である請求項１又は２記載の定
盤修正用砥石。
【請求項４】
　前記砥石が、微小気孔を有する砥石である請求項１，２又は３記載の定盤修正用砥石。
【請求項５】
　前記砥石が、合成樹脂性砥石である請求項１乃至４のいずれか１項記載の定盤修正用砥
石。
【請求項６】
　前記砥石の微小気孔率が５０～９０％である請求項５記載の定盤修正用砥石。
【請求項７】
　前記砥石が、微小気孔径が２０～１５０μｍであるポリウレタン製砥石である請求項５
又は６記載の定盤修正用砥石。
【請求項８】
　前記砥石に、前記研磨ワークを研磨するときに用いる遊離砥粒と同じ砥粒を分散固定し
てなる請求項５，６又は７記載の定盤修正用砥石。
【請求項９】
　前記砥石に砥石全体の２０～５０質量％の砥粒を配合してなる請求項８記載の定盤修正
用砥石。
【請求項１０】
　前記砥石が、鋳鉄砥石である請求項１乃至４のいずれか１項記載の定盤修正用砥石。
【請求項１１】
　前記砥石の微小気孔率が１０～５０％である請求項１０記載の定盤修正用砥石。
【請求項１２】
　研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャ
リアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回転させると
共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨装置において
、前記キャリアーの孔部に請求項１乃至１１のいずれか１項記載の定盤修正用砥石を配設
してなることを特徴とする定盤修正用研磨装置。
【請求項１３】
　前記キャリアーに２～２０個の修正用砥石保持用孔部をキャリアーの周方向に沿って形
成すると共に、これら各孔部に配設保持された前記砥石のキャリアー内における全体形状
が花形形状である請求項１２記載の定盤修正用研磨装置。
【請求項１４】
　研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャ
リアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回転させると
共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨方法において
、前記請求項１２又は１３記載の定盤修正用研磨装置を用いて前記研磨定盤の修正研磨を
行うことを特徴とする研磨定盤の修正方法。
【請求項１５】
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　研磨定盤に遊離砥粒を供給して研磨を行う請求項１４記載の研磨定盤の修正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し
、前記キャリアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回
転させると共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を研磨する研磨装置に
おける、前記研磨定盤を修正するための定盤修正用砥石、定盤修正用研磨装置及び前記研
磨定盤の修正方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、シリコンウエハー、合成石英ガラス、水晶、液晶ガラス、セラミックス等の
研磨ワークを研磨する研磨装置として、図１に示すものが用いられている。ここで、図１
中、１は研磨定盤（下定盤）であり、粒状黒鉛が含有された鋳鉄製である。この定盤１は
、図示していない駆動装置によって回転可能に設置されている。この定盤１内側には、そ
の中心部にギア（サンギア）２が配設されていると共に、外周縁に沿ってリング状のギア
（インターナルギア）３が配設され、これらギア２，３に噛合されて複数のキャリアー４
が配設されている。これらキャリアー４には、それぞれ研磨ワーク保持用孔５が形成され
、これら保持用孔５に研磨ワーク６が挿入されるものである。なお、図示していないが、
これらキャリアー４の上には、上定盤を同様に回転可能に配設することができる。上記研
磨ワーク６は、上記定盤を回転させると、この回転と反対方向にキャリアー４が回転し、
研磨ワーク６が公転かつ自転しながら定盤に供給される遊離砥粒によって研磨されるもの
である。
【０００３】
　上述した研磨装置によりラッピング工程を繰り返すと、研磨定盤が摩耗して定盤が凸形
状あるいは凹凸形状になり、被加工物の平坦度が悪化し、平坦度の良い被加工物を得るこ
とができなくなる。そこで、定盤と同質材料の鋳鉄製の定盤修正用治具を用いて遊離砥粒
を供給しながら定盤表面の修正、平坦化を行う。従来、このようなラッピング加工を施す
研磨装置の定盤の面精度を修正するための定盤修正用治具としては、特許文献１：特開平
１１－１０５２２号公報、特許文献２：特開２０００－１３５６６６号公報、特許文献３
：特開２０００－２１８５２１号公報、特許文献４：特開２００６－２９７４８８号公報
、特許文献５：特開２００７－６９３２３号公報等に記載されたものが知られている。
【０００４】
　しかし、これらの定盤修正用治具は、定盤を修正、平坦化するためには長時間修正研磨
が必要で、研磨後の鋳鉄定盤表面に存在する粒状黒鉛が燃焼してできる孔にバリが発生し
、尚且つ鋳鉄定盤表面が荒れた状態となってしまう。また、最近、研磨機の大型化が顕著
で、これに伴い定盤修正治具もそれに比例して大きくする必要があり、治具の重量も増加
して扱いに支障をきたしている。このため、研磨機が大型化しても軽量で扱いが良く、短
時間で修正研磨でき、尚且つ研磨開始直後から安定した研磨力で、表面粗さの良い被加工
物が得られる方法が望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－１０５２２号公報
【特許文献２】特開２０００－１３５６６６号公報
【特許文献３】特開２０００－２１８５２１号公報
【特許文献４】特開２００６－２９７４８８号公報
【特許文献５】特開２００７－６９３２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　本発明は、上記要望に応えたもので、研磨機が大型化しても軽量で短時間に定盤修正と
同時に定盤面の粒状黒鉛穴が開放されて均一微細面を得ることができる定盤修正用砥石、
定盤修正用研磨装置及び研磨定盤の修正方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、研磨機において被加
工物が研磨される過程を時間と共に追跡するシミュレーションを行い、定盤内で均一に研
磨できる理想的な定盤修正治具形状を見出し、好ましくは治具の材質を鋳鉄定盤に存在す
る粒状黒鉛穴と同程度の微細気孔を有し、尚且つ、好ましくはロックウェル硬度（ＨＲＳ
）が８０～１５０の砥石、特に合成樹脂性砥石又は鋳鉄砥石を用いることにより、従来の
セラミックス、金属等から形成される修正キャリアー等の定盤修正用治具を用いて同一砥
粒を供給しながら定盤の表面修正を行った場合より、短時間で定盤修正と同時に定盤面に
存在する粒状黒鉛穴の開放及び均一微細面を得ることができ、研磨ワークを、実際に遊離
砥粒を用いて研磨する際、定盤表面に存在する開放された粒状黒鉛穴に十分に砥粒が保持
され、その保持力増加により安定した研磨力が得られ、尚且つ微細定盤面が研磨ワークに
転写され、表面粗さが良い被加工物を得ることができることを見出し、本発明をなすに至
った。
【０００８】
　従って、本発明は、下記の定盤修正用砥石、定盤修正用研磨装置及び研磨定盤の修正方
法を提供する。
請求項１：
　研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャ
リアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回転させると
共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨装置において
、前記キャリアーの孔部に配設される修正用砥石形状が、円形の中心部角度で１８０°～
９０°の扇紙形であることを特徴とする定盤修正用砥石。
請求項２：
　前記扇紙形砥石の幅が前記円形の直径の１０～２０％の範囲である請求項１記載の定盤
修正用砥石。
請求項３：
　前記砥石のロックウェル硬度（ＨＲＳ）が８０～１５０である請求項１又は２記載の定
盤修正用砥石。
請求項４：
　前記砥石が、微小気孔を有する砥石である請求項１，２又は３記載の定盤修正用砥石。
請求項５：
　前記砥石が、合成樹脂性砥石である請求項１乃至４のいずれか１項記載の定盤修正用砥
石。
請求項６：
　前記砥石の微小気孔率が５０～９０％である請求項５記載の定盤修正用砥石。
請求項７：
　前記砥石が、微小気孔径が２０～１５０μｍであるポリウレタン製砥石である請求項５
又は６記載の定盤修正用砥石。
請求項８：
　前記砥石に、前記研磨ワークを研磨するときに用いる遊離砥粒と同じ砥粒を分散固定し
てなる請求項５，６又は７記載の定盤修正用砥石。
請求項９：
　前記砥石に砥石全体の２０～５０質量％の砥粒を配合してなる請求項８記載の定盤修正
用砥石。
請求項１０：
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　前記砥石が、鋳鉄砥石である請求項１乃至４のいずれか１項記載の定盤修正用砥石。
請求項１１：
　前記砥石の微小気孔率が１０～５０％である請求項１０記載の定盤修正用砥石。
請求項１２：
　研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャ
リアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回転させると
共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨装置において
、前記キャリアーの孔部に請求項１乃至１１のいずれか１項記載の定盤修正用砥石を配設
してなることを特徴とする定盤修正用研磨装置。
請求項１３：
　前記キャリアーに２～２０個の修正用砥石保持用孔部をキャリアーの周方向に沿って形
成すると共に、これら各孔部に配設保持された前記砥石のキャリアー内における全体形状
が花形形状である請求項１２記載の定盤修正用研磨装置。
請求項１４：
　研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャ
リアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回転させると
共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨方法において
、前記請求項１２又は１３記載の定盤修正用研磨装置を用いて前記研磨定盤の修正研磨を
行うことを特徴とする研磨定盤の修正方法。
請求項１５：
　研磨定盤に遊離砥粒を供給して研磨を行う請求項１４記載の研磨定盤の修正方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、従来のセラミックス、金属等から形成される修正キャリアー等の定盤
修正用治具を用いて同一砥粒を供給しながら定盤の表面修正を行った場合より、短時間で
定盤修正と同時に定盤面に存在する粒状黒鉛穴の開放及び均一微細面を得ることができ、
研磨ワークを、実際に遊離砥粒を用いて研磨する際、定盤表面に存在する開放された粒状
黒鉛穴に十分に砥粒が保持され、その保持力増加により安定した研磨力が得られ、尚且つ
微細定盤面が研磨ワークに転写され、表面粗さが良い被加工物を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】研磨ワークの研磨装置の一例を示す上定盤を省略した状態の概略平面図である。
【図２】本発明の定盤修正用研磨装置の一実施例を示す上定盤を省略した状態の平面図で
ある。
【図３】本発明の扇紙形砥石の一例を示す平面図で、（Ａ）は中心部角度θが１８０°の
場合の例、（Ｂ）は中心部角度θが９０°の場合の例である。
【図４】円盤形状砥石のキャリアー内配置図である。
【図５】（Ａ）は円盤形状被加工物定盤内配置図、（Ｂ）は研磨シミュレーションを示す
平面図である。
【図６】リング形状砥石のキャリアー内配置図である。
【図７】（Ａ）はリング形状被加工物定盤内配置図、（Ｂ）は研磨シミュレーションを示
す平面図である。
【図８】扇紙形形状の集合体の花形形状のキャリアー内配置図である。
【図９】（Ａ）は扇紙形形状の集合体の花形形状被加工物定盤内配置図、（Ｂ）は研磨シ
ミュレーションを示す平面図である。
【図１０】従来の鋳鉄修正キャリアーを示す平面図である。
【図１１】従来の鋳鉄修正キャリアーにより定盤修正を行った場合の定盤表面状態の顕微
鏡写真（１００倍）である。
【図１２】本発明における合成樹脂性扇紙形形状の集合体の花形形状砥石により定盤修正
を行った場合の定盤表面状態の顕微鏡写真（１００倍）である。
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【図１３】本発明における合成樹脂性扇紙形形状の集合体の花形形状砥石の表面状態の顕
微鏡写真（１００倍）である。
【図１４】定盤形状測定器の配置概略図である。
【図１５】実施例、比較例において定盤修正した場合の定盤測定位置と定盤の高さとの関
係を示すグラフである。
【図１６】実施例、比較例においてシリコンウエハーを研磨した場合のバッチ数と研磨量
との関係を示すグラフである。
【図１７】実施例、比較例においてシリコンウエハーを研磨した場合のバッチ数と十点平
均表面粗さとの関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の定盤修正用研磨装置は、図２に示す通りであり、これは図１の研磨装置におい
て、キャリアー４に代えて修正用砥石保持用孔部１１を有する定盤修正用キャリアー１０
をギア２，３と噛合して配設したものであり、このキャリアー１０の孔部１１に修正用砥
石１２を保持して、研磨定盤１及びキャリアー１０をそれぞれ回転させると共に、前記研
磨定盤に遊離砥粒を供給して修正研磨するようにしたものであり、この場合、前記キャリ
アー１０の孔部１１に配設された修正用砥石１２の形状が扇紙形の合成樹脂性砥石、鋳鉄
砥石等の砥石からなり、前記孔部１１がこの砥石形状に応じた扇紙形の孔部とされ、この
孔部１１に、例えば板状（プレート状）の砥石１２が嵌合されるものである。なお、図中
１３は、研磨砥粒スラリーを上定盤から下定盤に流通させるための流通孔である。ここで
、扇紙形とは、和扇子の骨に貼られた和紙部分のような、所定の幅を有する円弧形状であ
り、例えば、２つの同心円で区画されたリング形状を、円形の中心部Ｏにおける角度θで
１８０°以下の範囲内を切り出した形状を意味する。
【００１２】
　本発明に係る砥石形状は研磨機において被加工物が研磨される過程を時間と共に追跡す
るシミュレーションを行い、定盤内で均一に研磨できる理想的な定盤修正治具形状として
円形の中心部Ｏにおける角度θで１８０°～９０°の扇紙形形状が好ましいことを見出し
た。扇紙形形状角度が９０°未満では定盤と当接する砥石面積が極端に少なくなり、砥石
消耗量が増大し、経済的でなくなってしまう。また、扇紙形形状角度が１８０°を超える
と定盤幅の中心部より内側の砥石との接触機会が増加して均一な定盤修正ができなくなっ
てしまう。
【００１３】
　図３（Ａ），（Ｂ）はこれを示すもので、図３（Ａ）はθが１８０°の例、（Ｂ）はθ
が９０°の例である。なお、θは１８０°～９０°の範囲であるが、好ましくは１６０°
～１２０°である。
【００１４】
　扇紙形砥石の扇紙形状の幅Ｗは、扇紙形の延長円直径Ｄの１０～２０％の範囲の幅であ
ることが好ましい。砥石幅が延長円直径の１０％未満では、定盤と当接する砥石接触機会
がより均一化され、より好ましい方向となるが、定盤と当接する砥石面積が極端に少なく
なり、砥石消耗量が増大し、経済的でなくなってしまう場合がある。また、砥石幅が延長
円直径の２０％を超えると、砥石幅が増大して経済性は解消するが、定盤幅の中心部より
内側の砥石との接触機会が増加して均一な定盤修正ができなくなってしまうおそれがある
。
【００１５】
　この砥石としては、合成樹脂性砥石又は鋳鉄砥石が好ましく用いられる。合成樹脂性砥
石としては、微小気孔を有するものが好ましく、特に撥水性があり、耐熱性及び機械強度
があって砥石内部に微小気孔独立気泡を有する合成樹脂としてポリウレタン製のものが好
適に用いられる。このポリウレタン製の砥石としては、例えばポリエチレンアジペート、
ポリヘキサメチレンアジペート、ポリカプロラクトンポリオール、ポリカーボネートジオ
ール等のポリエステル系ポリオール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレングリコー
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ル、ポリテトラメチレングリコール等のポリエーテル系ポリオール等のポリオールと、ト
リレン－２，４－ジイソシアネート（ＴＤＩ）、４，４’－ジフェニルメタンジイソシア
ネート（ＭＤＩ）等のイソシアネートとの各々に、好ましくは研磨に使用される研磨砥粒
を混合させたものを、スタティックミキサーを用いて高速混合することにより、ポリオー
ルに微量添加されている第三級アミン、トリエチレンジアミン、金属塩、水等の触媒によ
りウレタン結合反応させることにより得ることができる。
【００１６】
　なお、ポリウレタン製の微小気孔を有する砥石は、ポリオールとイソシアネートを２，
０００～５，０００ｒ．ｐ．ｍ．で回転するスタティックミキサーにより高速混合するこ
とによりウレタン反応させることが好ましい。
【００１７】
　この場合、合成樹脂性の微小気孔を有する砥石は撥水性があり、連通気泡構造でなく独
立気泡構造でのものが好ましい。
【００１８】
　上記合成樹脂性の微小気孔を有する砥石には、微細砥粒を配合させることが好ましく、
この場合、その配合量は砥石全体の２０～５０質量％、特に３０～４０質量％とすること
が好ましい。微小砥粒としては、平均粒径が２０～１μｍ程度の微粒のものが好ましく、
材質としては炭化珪素、アルミナ、酸化クロム、酸化セリウム、酸化ジルコニウム及びジ
ルコンサンド等を単独で又は２種以上を混合して用いることができるが、特に、本発明に
従って定盤の修正を行う場合は、研磨ワークを研磨する際に使用する遊離砥粒と材質、粒
度が同一のものを使用することが好ましい。
【００１９】
　このように、砥粒を配合して砥石に砥粒を分散、固定することにより定盤修正を効率よ
く行うことができ、またこの場合、研磨ワークの研磨加工に用いる遊離砥粒と同じ砥粒を
分散、固定すれば、この砥石を用いて定盤の修正を行った場合、定盤修正後に万一この砥
石からの砥粒が脱落して定盤表面に残存していたとしても、これは研磨ワークの研磨に用
いる遊離砥粒と同じ砥粒であるから、残存砥粒によってワークに引っかき傷をつける等の
不都合はない。
【００２０】
　また、鋳鉄砥石としては、微小気孔を有するものが好ましく、特に砥石内部に微小気孔
独立気泡を有するものが好ましい。このようなものとしては、溶解した鋳鉄材料に粒状黒
鉛を混合して鋳込むことにより、鋳鉄中に存在する粒状黒鉛部分が燃えて微小気孔を形成
したものが好適である。このような鋳鉄としては例えば、ＦＣＤ４５０系の鋳鉄を挙げる
ことができる。
【００２１】
　本発明において、上記砥石は、そのロックウェル硬度（ＨＲＳ）が８０～１５０、特に
１００～１３０、とりわけ１１０～１２０のものを使用するものが好ましく、ロックウェ
ル硬度が低すぎると、研磨による砥石消耗量が増大し、経済的でなくなってしまう場合が
ある。ロックウェル硬度が高すぎると鋳鉄定盤より硬度が高くなり過ぎて砥石の自己脱落
がなく、均一に定盤を修正することができなくなってしまうおそれがある。この場合、ロ
ックウェル硬度は、スケールとして圧子直径１／２インチ鋼球を用いて試験荷重１００ｋ
ｇでのＨＲＳ数値である。
【００２２】
　また、上記の微小気孔を有する砥石は、上述したように、微小気孔（セル）を有する砥
石が好ましいが、この場合、微小気孔（セル）の大きさ［セル径（気孔径）］は２０μｍ
以上、特に４０μｍ以上、とりわけ５０μｍ以上が好ましく、２００μｍ以下、特に１５
０μｍ以下、とりわけ８０μｍ以下が好ましい。合成樹脂性砥石の場合は、特に２０～１
５０μｍ、とりわけ４０～８０μｍが好ましく、鋳鉄砥石の場合は、特に５０～２００μ
ｍが好ましい。気孔径が上記範囲未満では研磨時に散布される研磨砥粒スラリーの動きが
制限されて研磨が不均一となり易く、また、気孔径が上記範囲を超えると、研磨砥粒スラ
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リーの動きが活発となり、研磨が均一となるが、砥石組織が粗となり、砥石消耗量が増大
し、経済的でなくなってしまうおそれがある。
【００２３】
　また、上記の微小気孔を有する合成樹脂性砥石は、微細気孔率（容積率）が５０～９０
％、特に６０～８０％のものが好ましい。微小気孔率が５０％未満では、定盤との当接面
に存在する微小気孔数が減少して、研磨時に散布される研磨砥粒スラリー中の砥粒の保持
できる割合が少なくなり、定盤修正能力が減少してしまうおそれがある。また、微小気孔
率が９０％を超えると、研磨時の砥粒の保持力は増加して定盤修正能力は向上するが、砥
石組織が粗となり、砥石消耗量が増大し、経済的でなくなってしまう場合がある。
【００２４】
　一方、上記の微小気孔を有する鋳鉄砥石は、合成樹脂性砥石に比較して、砥石消耗量が
１／３以下で、砥石の自己脱落が少なく、砥石形状がくずれにくい特徴を有することから
、微細気孔率（容積率）が１０～５０％、特に２０～４０％のものが好ましい。微小気孔
率が１０％未満では、研磨中の鋳鉄の自己脱落がほとんどなく、研磨中に微細気孔の目つ
ぶれを起こしても、更新できず、研磨時に散布される研磨砥粒スラリー中の砥粒の保持が
できなくなり、定盤修正能力が極端に減少してしまうおそれがある。また、微小気孔率が
５０％を超えると、合成樹脂性砥石と同じ砥石消耗量となり、合成樹脂性砥石研磨で発生
する砥石の自己脱落粉と違い、鋳鉄砥石研磨で発生する砥石が自己脱落した鋳鉄粉により
、定盤に研磨キズ発生現象が起こるおそれがある。
【００２５】
　ここで、本発明の定盤修正用砥石を用いて定盤の修正を行う時期は、特に制限はされな
いが、本発明の砥石は、被研磨物の研磨加工を繰り返し行うに従い上下の定盤も、使用し
ている研磨剤により削られて、面精度が悪化して凸状あるいは凹凸形状となったものを、
高精度の定盤面精度に修正する作業が、従来の鋳鉄修正キャリアーを使用した場合より、
短時間で高精度の定盤面精度が得られると共に、定盤面に存在する粒状黒鉛穴の開放及び
均一微細面を得ることができ、研磨ワークを、実際に遊離砥粒を用いて研磨する際、定盤
表面に存在する粒状黒鉛穴に十分に砥粒が保持され、その保持力増加により安定した研磨
力が得られ、尚且つ微細定盤面が研磨ワークに転写され表面粗さが良い被加工物を得るこ
とができる。なお、研磨に用いる定盤（修正の対象となる定盤）としては、特に限定され
るものではないが、本発明においては、粒状黒鉛が含有された鋳鉄製の定盤が好適である
。
【００２６】
　本発明の砥石を用いて定盤の修正を行う場合、まず図２に示した前記扇紙形砥石１２を
保持する保持用孔部１１を有するガラス繊維入りエポキシ樹脂製等のキャリアー１０を用
いて、該キャリアー１０の保持用孔部１１に砥石１２を保持させる。該キャリアー１０に
は砥石保持用孔部１１とは別に、研磨中の研磨砥粒スラリーを上定盤から下定盤に均一に
流す目的で流通孔１３を設けておくもので、このような状態で上下定盤内にセットして研
磨砥粒スラリーを流しながら下定盤１、サンギア２、インターナルギア３の間に扇紙形砥
石１２を保持したキャリアー１０を複数配置させて正回転すると同時に、扇紙形砥石１２
に対して上定盤自重をかけた状態で逆回転させて研磨を行い、上下定盤の修正を行うもの
である。なお、キャリアー１０の配設数は２～１６、特に４～１０であることが好ましい
。
【００２７】
　この場合、この研磨条件は、適宜選定されるが、この定盤修正を行った後に、研磨ワー
クの研磨を行う場合における研磨条件と同様の条件とすることが好ましい。
【００２８】
　このように本発明の砥石により定盤の研磨処理を行う場合、遊離砥粒は、その後に行う
研磨ワークの研磨に用いる遊離砥粒と同一の砥粒を使用することが、たとえ上記砥石によ
る定盤の研磨処理後に定盤に遊離砥粒が残ったとしても、その後の研磨ワークの研磨に支
障が生じないため、好ましい。
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【００２９】
　研磨機において被加工物が研磨される過程を時間と共に追跡するシミュレーションを行
い、図４の円盤形状被加工物２１の場合を図５（Ａ）、図６のリング形状被加工物２２の
場合を図７（Ａ）、図８の扇紙形形状被加工物２３の集合体の花形形状被加工物２３’の
場合を図９（Ａ）に示し（なお、図中、２０はキャリアーを示す。）、研磨された定盤面
状態を図５（Ｂ）、図７（Ｂ）、図９（Ｂ）に示した。研磨機において被加工物が自転公
転して定盤面と接触する回数を重ねて定盤との接触頻度の多い部分３１と接触頻度のやや
多い部分３２及び接触頻度の均一な部分３３に分かれ、研磨機において被加工物が自転公
転して定盤面と接触する回数を重ねて定盤との接触頻度の多い部分は円盤形状被加工物、
リング形状被加工物の順に少なくなり、扇紙形形状の集合体の花形形状被加工物は均一接
触となることがシミュレーションにより見出された。なお、図中、１は研磨定盤を示し、
３４は定盤と接触しない部分を示す。
【００３０】
　従って、以上の点から、砥石として上述した扇紙形形状のものを用いると共に、この扇
紙形形状の砥石をキャリアーに、キャリアーの径方向と扇紙形の円弧の径方向を合わせて
、キャリアーの周方向（自転方向）に沿って複数個、好ましくは２～２０個、より好まし
くは４～１２個保持させること、この場合、特に、扇紙形形状の砥石の外側円弧縁がキャ
リアーの外周縁側に位置するように配設して、全体として花形の集合体を形成するように
することが好ましい。また、扇紙形形状の砥石を花形に配設したキャリアーを、キャリア
ーの公転方向（研磨定盤の周方向）に複数個、好ましくは２～１６個、より好ましくは４
～１０個設けることができる。
【００３１】
　図１０の従来の鋳鉄修正キャリアーにより定盤修正を行った場合の定盤表面状態を観察
すると、図１１に示したように研磨後の鋳鉄定盤表面に存在する粒状黒鉛が燃焼してでき
る孔２７にバリを発生させ、尚且つ鋳鉄定盤表面が荒れた状態となっている。
【００３２】
　これに対して、扇紙形形状の集合体の花形形状の合成樹脂性砥石又は鋳鉄砥石により定
盤修正を行った場合の定盤表面状態を観察すると、例えば、図１２に示した花形形状の合
成樹脂性砥石の場合のように、定盤面に存在する粒状黒鉛孔の開放及び均一微細面を得る
ことができ、鋳鉄定盤表面に存在する粒状黒鉛が燃焼してできる孔２８が良好に形成され
、研磨ワークを、実際に遊離砥粒を用いて研磨する際、定盤表面に存在する粒状黒鉛穴に
十分に砥粒が保持され、その保持力増加により安定した研磨力が得られ、尚且つ微細定盤
面が研磨ワークに転写され表面粗さが良い被加工物を得ることができる。
【００３３】
　なお、上記扇紙形形状の集合体の花形形状の合成樹脂性砥石により定盤修正を行った後
の砥石表面状態を図１３に示すが、微小気孔２９を基点として研磨時に散布される研磨砥
粒スラリー中の砥粒の保持が十分にされることにより、短時間で定盤修正ができる。
【実施例】
【００３４】
　以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例
に制限されるものではない。
【００３５】
　　［実施例、比較例］
　研磨装置として１６Ｂ、４Ｗａｙ両面研磨装置（不二越機械工業（株）製）を用い、キ
ャリアーの保持用孔形状を図４の合成樹脂性円盤形状砥石、図６の合成樹脂性リング形状
砥石、図８の合成樹脂性扇紙形形状の集合体の花形形状砥石及び図１０の従来から使用さ
れている鋳鉄修正キャリアーについて、下記方法、条件で上下定盤の修正を行った。
【００３６】
定盤修正研磨条件
定盤　　　　　　材質：粒状黒鉛が含有された鋳鉄ＦＣＤ４５０
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　　　　　　　サイズ：１６Ｂ　φ１１２７ｍｍ
キャリアー　　サイズ：φ４２３ｍｍで５個
修正方法、条件
　　　　　　研磨荷重：１００ｇ／ｃｍ2（約９．８ｋＰａ）
　　　　下定盤回転数：６０ｒｐｍ
　　　　上定盤回転数：２０ｒｐｍ
　　　　遊離砥粒種類：ＦＯ＃１２００
　　　　　　砥粒濃度：２０質量％分散液
　　　遊離砥粒供給量：２００ｍｌ／ｍｉｎ
　　　　　　研磨時間：３０ｍｉｎ
【００３７】
　なお、上記修正に使用した砥石種類について下記に示す。
【００３８】
【表１】

【００３９】
　上記のように定盤を修正した場合における定盤形状を図１４の定盤形状測定器を使用し
て測定した値を表２に示し、グラフを図１５に示す。
【００４０】
【表２】

【００４１】
　上記研磨の結果、定盤修正能力を示す定盤直径方向の定盤の高さの最大値と最小値の差
であるＲ値を比較すると、本発明の扇紙形形状の集合体の花形形状砥石が最も小さく研磨
後の定盤形状が均一化できていることが認められる。
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【００４２】
　次に、上記１６Ｂ、４Ｗａｙ両面研磨装置を用いて、キャリアーの保持用孔部を図６の
リング形状砥石、図８の扇紙形形状の集合体の花形形状砥石及び図１０の従来から使用さ
れている鋳鉄修正キャリアーについて、上記方法、条件で上下定盤の修正を行った後に、
下記条件でシリコンウエハーの研磨を繰り返し行った。その結果を表３～４及び図１６，
１７に示す。
【００４３】
シリコンウエハー研磨条件
　　　　　　　　　ワーク：シリコンウエハー
　　　　　　ワークサイズ：６インチφ１５０ｍｍ
　１バッチワーク使用枚数：２０枚
　　　　１バッチ研磨時間：１０ｍｉｎ
　　　　　　　リサイクル：無
　　　　　　上定盤回転数：２０ｒｐｍ
　　　　　　下定盤回転数：６０ｒｐｍ
　　　　　　　　　　加重：１００ｇ／ｃｍ2（約９．８ｋＰａ）
　　　　　　スラリー濃度：２０質量％
　　　　　　　　　防錆剤：１質量％
　　　　　　　　　滴下量：２００ｍｌ／ｍｉｎ
　　　　　　　　使用砥粒：ＦＯ＃１２００
　　　　　キャリアー個数：５個
【００４４】
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【表４】

【００４６】
　上記シリコンウエハー研磨の結果、本発明の扇紙形形状の集合体の花形形状砥石が、研
磨量（μｍ）が最も高く、十点平均表面粗さＲｚ（μｍ）は最も小さい値を示しているこ
とが確認できる。
【００４７】
　このことは定盤面に存在する粒状黒鉛穴の開放及び均一微細面を得ることができ、研磨
ワークを、実際に遊離砥粒を用いて研磨する際、定盤表面に存在する粒状黒鉛穴に十分に
砥粒が保持され、その保持力増加により安定した研磨力が得られ、尚且つ微細定盤面が研
磨ワークに転写され、表面粗さが良い被加工物が得られていることを表している。
【符号の説明】
【００４８】
１　研磨定盤
２　サンギア
３　インターナルギア
４　キャリアー
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５　保持用孔
６　研磨ワーク
１０　定盤修正用キャリアー
１１　修正用砥石保持用孔部
１２　修正用砥石
１３　流通孔
２０　キャリアー
２１　円盤形状被加工物
２２　リング形状被加工物
２３　扇紙形形状被加工物
２３’　花形形状被加工物
２７，２８　鋳鉄定盤表面に存在する粒状黒鉛が燃焼してできる孔
２９　合成樹脂性砥石の微小気孔
３１　定盤との接触頻度の多い部分
３２　定盤との接触頻度のやや多い部分
３３　定盤との接触頻度の均一な部分
３４　定盤と接触しない部分

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月2日(2010.2.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャ
リアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回転させると
共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨装置において
、前記キャリアーの孔部に配設される修正用砥石形状が、円形の中心部角度で１８０°～
９０°の扇紙形であることを特徴とする定盤修正用砥石。
【請求項２】
　前記扇紙形砥石の幅が前記円形の直径の１０～２０％の範囲である請求項１記載の定盤
修正用砥石。
【請求項３】
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　前記砥石のロックウェル硬度（ＨＲＳ）が８０～１５０である請求項１又は２記載の定
盤修正用砥石。
【請求項４】
　前記砥石が、微小気孔を有する砥石である請求項１，２又は３記載の定盤修正用砥石。
【請求項５】
　前記砥石が、合成樹脂性砥石である請求項１乃至４のいずれか１項記載の定盤修正用砥
石。
【請求項６】
　前記砥石の微小気孔率が５０～９０％である請求項５記載の定盤修正用砥石。
【請求項７】
　前記砥石が、微小気孔径が２０～１５０μｍであるポリウレタン製砥石である請求項５
又は６記載の定盤修正用砥石。
【請求項８】
　前記砥石に、研磨ワークを研磨するときに用いる遊離砥粒と同じ砥粒を分散固定してな
る請求項５，６又は７記載の定盤修正用砥石。
【請求項９】
　前記砥石に砥石全体の２０～５０質量％の砥粒を配合してなる請求項８記載の定盤修正
用砥石。
【請求項１０】
　前記砥石が、鋳鉄砥石である請求項１乃至４のいずれか１項記載の定盤修正用砥石。
【請求項１１】
　前記砥石の微小気孔率が１０～５０％である請求項１０記載の定盤修正用砥石。
【請求項１２】
　研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャ
リアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回転させると
共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨装置において
、前記キャリアーの孔部に請求項１乃至１１のいずれか１項記載の定盤修正用砥石を配設
してなることを特徴とする定盤修正用研磨装置。
【請求項１３】
　前記キャリアーに２～２０個の修正用砥石保持用孔部をキャリアーの周方向に沿って形
成すると共に、これら各孔部に配設保持された前記砥石のキャリアー内における全体形状
が花形形状である請求項１２記載の定盤修正用研磨装置。
【請求項１４】
　研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャ
リアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回転させると
共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨方法において
、前記請求項１２又は１３記載の定盤修正用研磨装置を用いて前記研磨定盤の修正研磨を
行うことを特徴とする研磨定盤の修正方法。
【請求項１５】
　研磨定盤に遊離砥粒を供給して研磨を行う請求項１４記載の研磨定盤の修正方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、研磨機において被加
工物が研磨される過程を時間と共に追跡するシミュレーションを行い、定盤内で均一に研
磨できる理想的な定盤修正治具形状を見出し、好ましくは治具の材質が鋳鉄定盤に存在す
る粒状黒鉛穴と同程度の微細気孔を有し、尚且つ、好ましくはロックウェル硬度（ＨＲＳ
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）が８０～１５０の砥石、特に合成樹脂性砥石又は鋳鉄砥石を用いることにより、従来の
セラミックス、金属等から形成される修正キャリアー等の定盤修正用治具を用いて同一砥
粒を供給しながら定盤の表面修正を行った場合より、短時間で定盤修正と同時に定盤面に
存在する粒状黒鉛穴の開放及び均一微細面を得ることができ、研磨ワークを、実際に遊離
砥粒を用いて研磨する際、定盤表面に存在する開放された粒状黒鉛穴に十分に砥粒が保持
され、その保持力増加により安定した研磨力が得られ、尚且つ微細定盤面が研磨ワークに
転写され、表面粗さが良い被加工物を得ることができることを見出し、本発明をなすに至
った。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　従って、本発明は、下記の定盤修正用砥石、定盤修正用研磨装置及び研磨定盤の修正方
法を提供する。
請求項１：
　研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャ
リアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回転させると
共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨装置において
、前記キャリアーの孔部に配設される修正用砥石形状が、円形の中心部角度で１８０°～
９０°の扇紙形であることを特徴とする定盤修正用砥石。
請求項２：
　前記扇紙形砥石の幅が前記円形の直径の１０～２０％の範囲である請求項１記載の定盤
修正用砥石。
請求項３：
　前記砥石のロックウェル硬度（ＨＲＳ）が８０～１５０である請求項１又は２記載の定
盤修正用砥石。
請求項４：
　前記砥石が、微小気孔を有する砥石である請求項１，２又は３記載の定盤修正用砥石。
請求項５：
　前記砥石が、合成樹脂性砥石である請求項１乃至４のいずれか１項記載の定盤修正用砥
石。
請求項６：
　前記砥石の微小気孔率が５０～９０％である請求項５記載の定盤修正用砥石。
請求項７：
　前記砥石が、微小気孔径が２０～１５０μｍであるポリウレタン製砥石である請求項５
又は６記載の定盤修正用砥石。
請求項８：
　前記砥石に、研磨ワークを研磨するときに用いる遊離砥粒と同じ砥粒を分散固定してな
る請求項５，６又は７記載の定盤修正用砥石。
請求項９：
　前記砥石に砥石全体の２０～５０質量％の砥粒を配合してなる請求項８記載の定盤修正
用砥石。
請求項１０：
　前記砥石が、鋳鉄砥石である請求項１乃至４のいずれか１項記載の定盤修正用砥石。
請求項１１：
　前記砥石の微小気孔率が１０～５０％である請求項１０記載の定盤修正用砥石。
請求項１２：
　研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャ
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リアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回転させると
共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨装置において
、前記キャリアーの孔部に請求項１乃至１１のいずれか１項記載の定盤修正用砥石を配設
してなることを特徴とする定盤修正用研磨装置。
請求項１３：
　前記キャリアーに２～２０個の修正用砥石保持用孔部をキャリアーの周方向に沿って形
成すると共に、これら各孔部に配設保持された前記砥石のキャリアー内における全体形状
が花形形状である請求項１２記載の定盤修正用研磨装置。
請求項１４：
　研磨定盤上に修正用砥石保持用孔部を有する定盤修正用キャリアーを配設し、前記キャ
リアーの孔部に修正用砥石を保持して、研磨定盤及びキャリアーをそれぞれ回転させると
共に、前記研磨定盤に遊離砥粒を供給して前記研磨定盤を修正研磨する研磨方法において
、前記請求項１２又は１３記載の定盤修正用研磨装置を用いて前記研磨定盤の修正研磨を
行うことを特徴とする研磨定盤の修正方法。
請求項１５：
　研磨定盤に遊離砥粒を供給して研磨を行う請求項１４記載の研磨定盤の修正方法。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
【図１】研磨ワークの研磨装置の一例を示す上定盤を省略した状態の概略平面図である。
【図２】本発明の定盤修正用研磨装置の一実施例を示す上定盤を省略した状態の平面図で
ある。
【図３】本発明の扇紙形砥石の一例を示す平面図で、（Ａ）は中心部角度θが１８０°の
場合の例、（Ｂ）は中心部角度θが９０°の場合の例である。
【図４】円盤形状砥石のキャリアー内配置図である。
【図５】（Ａ）は円盤形状被加工物定盤内配置図、（Ｂ）は研磨シミュレーションを示す
平面図である。
【図６】リング形状砥石のキャリアー内配置図である。
【図７】（Ａ）はリング形状被加工物定盤内配置図、（Ｂ）は研磨シミュレーションを示
す平面図である。
【図８】扇紙形形状の集合体の花形形状砥石のキャリアー内配置図である。
【図９】（Ａ）は扇紙形形状の集合体の花形形状被加工物定盤内配置図、（Ｂ）は研磨シ
ミュレーションを示す平面図である。
【図１０】従来の鋳鉄修正キャリアーを示す平面図である。
【図１１】従来の鋳鉄修正キャリアーにより定盤修正を行った場合の定盤表面状態の顕微
鏡写真（１００倍）である。
【図１２】本発明における合成樹脂性扇紙形形状の集合体の花形形状砥石により定盤修正
を行った場合の定盤表面状態の顕微鏡写真（１００倍）である。
【図１３】本発明における合成樹脂性扇紙形形状の集合体の花形形状砥石の表面状態の顕
微鏡写真（１００倍）である。
【図１４】定盤形状測定器の配置概略図である。
【図１５】実施例、比較例において定盤修正した場合の定盤測定位置と定盤の高さとの関
係を示すグラフである。
【図１６】実施例、比較例においてシリコンウエハーを研磨した場合のバッチ数と研磨量
との関係を示すグラフである。
【図１７】実施例、比較例においてシリコンウエハーを研磨した場合のバッチ数と十点平
均表面粗さとの関係を示すグラフである。
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【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
シリコンウエハー研磨条件
　　　　　　　　　ワーク：シリコンウエハー
　　　　　　ワークサイズ：６インチφ１５０ｍｍ
　１バッチワーク使用枚数：２０枚
　　　　１バッチ研磨時間：１０ｍｉｎ
　　　　　　　リサイクル：無
　　　　　　上定盤回転数：２０ｒｐｍ
　　　　　　下定盤回転数：６０ｒｐｍ
　　　　　　　　　　荷重：１００ｇ／ｃｍ2（約９．８ｋＰａ）
　　　　　　スラリー濃度：２０質量％
　　　　　　　　　防錆剤：１質量％
　　　　　　　　　滴下量：２００ｍｌ／ｍｉｎ
　　　　　　　　使用砥粒：ＦＯ＃１２００
　　　　　キャリアー個数：５個
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